
 
 
 

  

恵 庭 市 

介護保険制度の財源は、保険料と公費がそれ 

ぞれ半分ずつ負担しています。 

 

 このうち４０～６４歳の方（第２号被保険者） 

が納める保険料が費用全体の２７％、６５歳以 

上の方（第１号被保険者）の保険料が２３％を 

それぞれ負担し、社会全体で制度を支えるしく 

みになっています。 

公費負担  

（国・都道府県・ 

市町村の負担金） 

50％ 

６５歳以上の方の保険料 

23％ 

 

27％   
４０歳～６４歳の方の保険料 

 

介護保険の財源に占める 

保険料の負担割合について 

歳以上の方へ 歳以上の方へ 

 

※令和 6～8 年度の割合です 

📢 

 

 介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスが

受けられるように、保険料は必ず納めましょう。 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


